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への照会回数4回以
上の事案が14′ 732件 (全体の
3.6%)あり、現場滞在時間30分以
上の事案がlQ980件 (41%)あ

O首 都圏、近畿圏等の大都市部
において、照会回数の多い事案
の比率が高い。

救急医療体制の整備状況の推移

医療機関に受入の照会を行つた回数ごとの件数

現場滞在時間(現場到着から現場出発までの時間)区分ごとの件数
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(各 I

10年 17年 18年 19年 20年

二次救急
(敦命救急 )

救命救急センター

(施設数)

二 次 救 急

(入院を要する
敦急 )

入院を要する救急医療
施設
(施設数)

3,253 3,238 3,214 3,153

(地 区数 ) (403) (408) (405)

一次救急
(初期救急 )

休日夜間急患センター

(施設数)

510

在宅当番医制
(実施地区数)

683 666 654

(厚生労働省E政局調べ )



二次救急医療機関※の受入状況(20年データ)

外来と入院の割合(当番日のみ)

o本来、入院治療を行う医療機関として位置付けられているが、実態としては、外
来患者の割合が多い。
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救急隊からの情報に対して医療機関から
受入困難理由として明確な回答があった内容
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消防庁平成20年救急搬送における医療機関の受入状況簿群細口泰 (東京消防庁管内12月 16日～22日 )
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※ 病院輸番制参加病院、共同利用型病院など

生 聖 18 14

1回以上の事案における覚知時間別の分布 消防法の―部を改正する法律の概要件口年5月 1日公布)

小児傷病者 教命救急センター等搬送事例

<搬送・受入ルール>
① 傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト

② 消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中か
ら搬送先医療機関を選定するためのルール

③ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する
ためのルール

④ 搬送先医療機口が速や力■こ決定しない場合において

都道府県において、医療機関、地域の医師会、

消防機関等が参画する協議会を設置し、地域

の搬送・受入ルールを策定

地域の搬送・受入ルールの策定

搬送・受入の調査・分析

※既存のメディカルコントロール協饉会等の活用を想定
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搬送先医療機関が速やかに決定しない場合

(り )コーディネーターによる調整

基幹病院による受入れ

＼ 都道府県 施設数
照 会 数

(a) 蜘０
b/a

L海道 988:

庁森県 3.93 3.93

曽手県 5041 992,

彗城県 16.34 1248`

吹田県

出形県 973

晨 1980

昴木県 3531

県 1321 862

1 玉県 584 506`

劇悸葉県 1 25341 8741

1 1東毬 2 3770 27281 724

り|1県 2Q47

J断潟県 15.35

r山 県 6.54 0,41 980

11石 川県 6148

E井桑 440

L梨 県

1野県 16.67

t阜 県 9031
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48101
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＼1都道府県 施設数
照会数

(a) 騨０
b/a

2dは賀県 8,37 9991

2d京都府 0001

271A販府 1

2d腱庄県 9091

291■ 良県 5281

301TD歌山県 4.64
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381E媛県

3d腐知県

401E岡県
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●眼崎県 2.34

4J熊本県 1000 98`'

441A分県 2031

硼瞳崎県
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合 ll 455401 423.481

r平成20年中の教急搬送における医療機関の受入れ状況等実態麟査」(平成21年 3月 総務省消防庁・厚生労働省)

医師の勤務時間、当直回数

○医師の1週間当たりの実勤務時間は平均61.3時間であつた。特に救急科で74.4時間と
長い傾向が見られた。
○医師の平均当直回数は2.78回 /月 であつた。小児科3.48回 /月 、産科・産婦人科4.51
回/月 、救急科5.48回 /月 と、これらの科では特に当直回数が多かつた。

診療科別直近1週間の実勤務時間

日神経外科 (n・ s6)

外科(n=299)

精神科 (n・ 57)

内科(n■ 98)

その他 (n・ 609)

壺形外科 (n・ 241)

全体 (n・ 2333)

|10            0∞  ..・  2∞  3.00 4∞  5嘔 600

(平成20年度 検証部会調査「病院勤務医の負担軽減の奥饉口査」より作成 )



診療科 人数 (人 ) 割合 (96) 診療科 人数 (人 ) 割合 (96)

内科 480 146% 1麟神経外科 1.7%

外科 89% 心臓血管外科 46 1 4%

小児科 247 75% 総合診療科 0 8%

消化器科 217 6 6% 小児外利 0.596

整形外科 213 6 5% 呼吸器外科 0 5%

循環器科 207 63% リハヒ・明‐ション科 0.5%
麻酔科 191 6.8% 痛理 0.5%

産婦人科 163 4 9% 基礎系 03%
精神科 142 4 3% リウマチ科 0 2%
眼科 4 0% 診療内科 0.2%
皮膚科 131 4 0% 美容外科 0 2%

放射線科 100 3 0% 緩和ケア 0.2%

呼吸器科 2.8% 医療行政職 0.2%
泌尿器科 2.6% アレルギー科 0 196

耳鼻咽喉科 84 2 6% その他 2.0%
形成外科 2 2% 無回答 0.5%
救命救急 2,1% 全体 3,298 100%

神経内科 1.9%

入隅相
専

欧急支磯医欄
賤関加算

晉刷塔機能病隈や歌節獄思センターと運揚している支援医療‖
闘が、管制塔機能病院等から患者を受け入れた場合に算定

奮冽層優謳更薇痛隅への支援
医療機関間の連携の強化

入院剌
事

感性期 入嗣洲

庫の復活

平屈16年改訂時に存在していた:急性期入隅加算 (紹介率、■
旬在院日数等を指標とする)Jを生活する。これにより、敦急車螢
入息者を積極的に受け入れている医療機関が評価される。

二次敦急医療機関を中心とした
枚急医療機関への支援の充実
ヒ救急患者の受け入れ促進

影本
料

■

寮
夜聞・休 日蒲
急加算

女聞・不 日●.l洲 鼻 脅2～ 3惜に■ 黒丁う。 瞑忠嬌僚薇聞への騒症思看環
中の適正化
切期救急機能の向上
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料

Ｌ

祟
電話再診料の
に出 針 艤 IIn竹

思百 :こ、子 供
'Xほ

Z4時間河 b llJ ttrd.■ 謳 奮■ を何 与 して晨

り、夜間～深夜に患者からの診療相談に対して助曹・指導した
場合に算定囃 る
(教急医療機関の受診を指示した場合は算定できない。)

吹思医療機関への軽症患者鰊
中の適正化
切期救急機能の向上

ヽ院や
序

陳急医療管理

'口

算
辮釈の追加(7日 以内であれば、転院搬送後、他院で継続し

“
康する場合を対象に加える)

2万ベツドのほ保促遣

基本

“
療料 "診

料の加算 救急外来において、胸痛、喘息、アナフィラキシー等饉別に時ロ
と手間を要する疾患を診療する場合に加算

ド凛稼 思思書 のつら、外米
ッ`陶 長時間経過観察の必要

=患
者に対する、入院に準じた

コ算の創設

医療に必要な診療報酬上の評価

入院料
い

釈n釈思入媚
料

医療計画で定める歌命救急センターについては、届出病床数ル
上の患者を受け入れた場合についても算定を認める。

受け入れ困難事案の解消のた
め

)PC 〕PCの政 い E症思者は最初の3～ 5日 間くらいに高額の医療資源を投入す
6必要があるため、全てDPCと すると出来高払いに比べて低額
こなり、医療機関の持ち出しが大きくなる。例えば、最初の3～ 5
ヨは出来高払いとし、その後DPCを適用するような方法にする。

瞑市積急センター、二次救8躇
索機関べの支援の充実

瞑凛 医 景 富埋

"算
〈救 急 患

普)

く救急医療管理加算の対象拡大>
菫症患者 → 救急車により救急患者を受け入れた場合に軽航
であっても算定可能とする(この際、■症患者を受け入れた場合
はさらに増点とする。)。 さらに、病院群輸番制の当番日でなくて
も算定できるようにする。

主として二次散急医療機関へα
支援の充実

へ院お
申

駆私颯環冨錮
加算 (高 度劇
臥体制加算)

両属紋命救思センターが救急患者を受け入れた場合に加算 蘭反救市救急センターヘの支
膿の充実

入院 摯
幣

医思 医景 官増

加算 (救 急 ロ

本制加算 )

・救急医として経験1年以上の医師が救急診療を担当している場
合

敗急医への支援、処遇向上

入院料
等

瞑思E康管]
コ算 (受 けメ
h促進加算)

医療計画上規定される受入困難事案を確実に受け入れる医療
機関又は管制塔機能病院として位置づけれれている医療機関
つ場合に算定できる。

晨後の砦の支援
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Jl児科産婦人科標榜病院の推移  口1、児科1産爆人‖
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小児科・産婦人科 病院勤務医師数の推移



小児科勤務医数
=5,124

50～ 30時間

小児科医の常識は、社会にとっては非常識
Avera l● Number of Hours per Week in

1病院当たりの月ヽ児科医叡 一日英の比較―

病院・トラストあたりの小児担当医師数

日本の常識は世界の常識ではない

」垢ハE力縮鵬港辞めてゆく !

O/」 幌科醐姫蔚足
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日本小児科学会 一わが国の小児医療・救急医療提供体制の改革に向けて一

|トダ
1  官
1     小児科診療所
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地域小児科センター病院施設基準作成委員会

入院・救急の集約化
救急・入院医療の広域化
病診連携の強化
身近な医療の継続
女性医師の増加
労働条件への配慮

時センタ．訓　送
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平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成16年 平成17年 平成18年

児科センター



地域連携小児夜問,休日診療料に関する診療報酬制度の変遇

H14年 4月 新設 H16年4月 改定 H18年4月 改定 H20年 4月 改定

診療料(点 数) 300点 3al点 診薇料1  3∞ 点 診療料2  450点 300点 1 診僚料2 i500点

施

設

基

準

診療時間 常時(24時間)
ららかじめ周知された
定められた時間

あらかじめ周知された
定められた時間

24時間
:,ι

`1lllli‖

|た
24時間

医師

小児科を担当する
医師が10名以上

人数は問わない 人数は間わない 屎議富躁秘隼お1動 人数は問わない
 1保護冨1品群i看ま11置

応援医師・

小児科を担当する
医師が5名 以上

小児科を担当する
医師が3名 以上

小児科を担当する
医師が3名 以上

(2名 以上は専ら小児
科を担当する医師)

小児科を担当する
医師が3名 以上

(2名 以上は専ら小児
料を担当する医師)

専ら小児科を担当する
医師が3名 以上

の他

婚[L槻鵠鯰糀違胤:『硼蹴蕊i蕊
=:二

算定施設数

操ボlIIl設 __ノγ Clilif譲鰤:軸誇
*1近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る 山口・大分・

宮崎で急増



1病院当たり死亡
数 ［蜘

父Ja晏藪、
転落、澤
水、火災、
豊息、中
毒、他不慮

他災
、殺

火 詢死、不鮮̈
不 明 総死亡数 ,病院数

病院数の
割合

1 3

3 4 104
4 1 1

5

6

9 lJ

1_2,

10以 _ 1 4
15"■ l :

1000,
不 1 1 4E

子 の

目 22フ

1以外 の 死 亡 36[
:総計 1 1

100%

80%

60%

40%

20%

口検索不可、不明

口他殺、煙・火災及び火炎
による傷嶽 5+10)

口不辞の外国死(11+12)

平成19年厚生労働科学研究・子ども家庭総合研究事業
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カナダ小児救急患者
トリアージおよび重症度判定基準
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成人救急の基本を習得した小児救急医の養成が始まっている

●千葉県小児科医会

|千幕摯命集中治療研究会



中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会

平成 21年 11月 6日 (全)9:00～
厚労省 17階専用 19,19,20会議室

「小児救急医療の現状について―

開業小児科の立場から」 (抄録)

日本小児科医会副会長  桑原 正彦

(広島市安佐南区、桑原医院)

1 日本小児科医会開業医会員の年齢別内訳

日本小児科医会の会員数は、平成 21年 10月 末現在、6,259名 である

が、その内、開業医会員 (A会員)は 3,839名 、勤務医会員 (B会員)

は2,420名 である。

開業医会員は高齢化が激しく、60代以上が 52.8%(2029/3839)を

占めている。

2 全国都道府県別開業医会員別小児科診療所数 (日 本小児科医会)

(資料 1)

開業小児科診療所は地域偏在が顕著であり、当然、独立採算であるた

め、経営状態の悪い過疎 。中山間地域では、成り立たない。

3 開業小児科医の労働時間 (全国保険医団体連合会調べ
)

「開業医の実態 。意識調査」 (2008年 8-9月 )では、1日 実働時間

11時間以上が、医科全体で 11.5%で ある。さらに、時間外の病変が多い

小児の疾病の特殊性、「かかりつけ医」としての責任を一人で引き受け、

・地域で少ない小児科医として公的な仕事も多く、勤務小児科医とは違つた

意味での重圧が加わっている。

4 地域医療の中で、期待される開業小児科医の役割

安心子育て指導

予防接種 (集団接種、個別接種)

感染症の予防対策

学校保健、保育所保健指導・管理 (学校医、園医)

地域の子育て支援 (公的委員会、講演会など)

病児保育所の運営

「子どもの心相談医」認定医 1,150名 (日 本小児科医会)

障害児 (者)医療

虐待関連医療     ~

-1-

||

||



中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会
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中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会
平成 21年 11月 6日 (金)9:00～
厚労省 17階専用 19,19,20会議室

自殺予防医療

救急医療                                            
③  初

は、

1期 救急医療に従事する小児科開業医を支援する重要な方策の一つ

5 開業小児科医の実収入と「医療経済実態調査」のプ                           
立採

2次病院における、「空き病床の確保」である。「空き病床」は独

ヨ容との相違点                     付暦

算を目指す病院側にとつては痛手であり、その為の診療報酬の裏

1       平成 19年度 「診療所小児科の医療経済実態調査                              

がいる。

調 ●よ 畦 な鵬 科淋 児私 囲 1人 蛛 鬱

鯛 本小児科酸      8地 脚

1 鵬 ま

“

2川 ・八 琺 力 騨 長鱗 で 掟77療
配 での 明 力       確 割

つ 嘲 朴 児蜘 鍼 実のた馴 へ 曲 鼎 医牒 たしてい

|       一方、同時期に行われた厚労省の「第 16回医療暑

であつた゛

「無床診療所、個人、小児科」の収支差額は174万ξ

済実態調査」では、                 ① 夜間               (資
料 2、 資料 3)

・ 慮 院珀 婦 朝ま
"7用

であ矢 それぞな 2r｀
岬 診療所、無        

嘲 朴 児輔 センターヘの場

.      
その原因の言つは、解析件数の相違である。 日

円、20万円少ない。                 ② 在宅

全国各ブロックの例、広島市の例、津市の例t鹿児島県の例

は355件、後者のそれは、わずか、41件である。  
本小児科医会のそれ                    

当番医制度への協力

| ほ」だ離鮮闊
ガ
品1177薫療ゴ轟

晶本小児科日     ③在宅おじ蕎床勿雲
会の

7

:  では、 喉 人、理事長」給与平均は、2,485万 円 。電?lni析
数 306件)            | 

コメディカルの協力がなし場 面で―)

I Ыこ砂 してい乙       
であ味 軸 とと       県

曜日開設、       |

雲
後8時まで通常診療

6 勤務医と開業医の待遇の差について                                 
④  #会

的病院の休院時間帯のカバー (土曜 日、早朝 )

厚労省平成 21年度の「医療経済実態調査」では、                          
⑤  海

8000小児救急電話相談事業への協力、

給料 123万 2千円 。月 (賞与を含む)、 開業医給料 21~般
的に、勤務医                    

外在住邦人への電話相談事業への協力

されている。                  
Э8万 2千円、と報告                9 次期言

開業医には、租税の外に、開設資金の個人返済、                              

今療報酬改定に向けての具体的な要望事項 (小児救急関連のみ)

立資金、診療所の継続の機材の購入資金、開業継承の

年金に変わる老後積                 ① 月、児                  (資
料 4)

要である。                   
ための資金などが必                    「

救急・地域連携医療の評価

世界に誇る自由開業医制度により、日本の医療は                             

乳幼児地域連携救急外来加算」の新設

の費用で、国民の健康を守ってきた。「診療報酬」と

O`ECDの 中でも低位                 ② 包括

自己の診療所の外で、小児救急医療に携わつている実績に対して

な設定こそ、国民の安心を得る、最も投資効果の高し

いう公定価格の適正                   シ

医療からの高点数分の除外規定の新設

国ヽの仕事と考える。                   「
ナジス、         ・

7 外来小児医療の充実のための小児時間外診療                              
開業餞

療情報提供料」 など

① 恥 かり瑚 州 国 として            
｀

端 外来でo幅 ウイルス避 診踊 0点郷 ヒ

夜間でも相談に、時には診察                                    

院小児科空床」に一定の制限を付けて、点数化

'        
家族の健康管理、感染症予防の指導                            10iお

わり

l 
② 嘲 科特例時間珈 蜘 、 印 刷 物 蜘          

若いな

1      来診療料」の拡大は、開業小児科診療所の時間外言

および「小児科外                     
業小児科医の情熱を維持し、意欲を育てる診療報酬体制を !

|      る。                     
多療促進に有益であ               資料一覧 :

1                                                     
資料 1 全[

||                                                          

コ都道府県別開業医会員別小児科診療所数 (日 本小児科医会)

||  -2- -3-
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資料 2 全国 5ブロックの小児救急対応状況 (日 本小児科医会)

資料 3 「新型インフルエンザ」流行時の#8000の利用状況 (広島県)

資料 4 社会保険診療報酬における小児医療に関する要望書 (学会、医会)

資料1 全国都道府県別A会員診療所数
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中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会

平成 21年 H月 6日 (金 )9:00～
厚労省 17階 専用 19,19,20会 議室

資料 2

「 開業小児科医の小児救急医療での活動状況及び新型インフルエンザ対

応状況   ―各ブロック別解析」

(日 本小児科医会・小児救急医療委員会)

日本小児科医会小児救急医療委員会が実施した小児救急に関する全国アン

ケー ト調査結果を、平成22年度第21回 日本小児科医会総会フォーラム(山 口

市)、 平成22年度第113回 日本小児科学会学術集会 (盛岡市)に発表予定。

(未定稿)

各プロックにおける小児救急医療情勢の報告

① Jヒ海道ブロック

013都市に夜間急病センターがあり夜間時間外患者の受け入れを行つてい

る。

急病センター施設のない郡部地域では病院小児科が24時間、通年で一次・

二次救急対応を強いられ負担が大きい。過疎地域では病院小児科の負担軽減

のための集約化・重点化は医師不足・施設不足で実施困難である。

②札幌市の小児救急医療体制は休 日在宅当番方式+夜間急病センター方式

(一次救急制度)と 二次救急当番病院制度 (二次救急制度)で運用されてい

る。二次救急施設への時間外患者のコンビニ受診はないが、少ない病院小児

科医師数、少ない病床数で二次救急当番を実施 しなければならず負担は大き

い (小児科医64名 、病床33d床 (12病院)。

O札幌、旭川、函館を除く地方都市や郡部過疎地域では病院小児科医も開

業小児科医も少ないため小児科医だけによる小児救急診療体制の維持は困難

である。他科の医師の診療参加がなければ小児救急医療体制の維持は不可能

である。このため小児科医会は、他科医師のために小児科診療のための講習

会を開催 している。

東北ブロック

0都市部の一次救急診療体制は急患センター方式で24時間対応、郡部は休

日日勤帯対応が多い。宮城県、山形県、秋田県では地域連携方式を採用して

いる地域もある

②重点化は官城県では旨く行つているが、その他の地域は医師不足のため

進展なし

1
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平成 21年 H月 6日 (金)9:00～
厚労省 17階専用 19,19,20会 議室

0小児科医だけでは小児救急を維持できないので他科医師による支援が必

要

④東北地域は山岳地帯が多く交通事情が良くない。

② 近畿ブロック

0日 本小児科学会が提唱した病院小児科の集約化重点化に関しては各府県
で理解や認知度に隔たりがあり対応は様々である。地域小児科センター構想
から大学や小児センター、大阪の小児医療の地位向上に貢献してきた私立医

療機関が排除されていることの問題点をこれまで指摘してきた

②重点化集約化が全国展開されるには、都市部・過疎地域の違いtガ 児ヽ医

療に対する行政の理解や予算処置などが検討され、解決しなければならない

課題がまだまだ残されている

O小児救急医療委員会のアンケー ト調査結果に示される小児救急医療体制

改善のための提言や医会活動を推進していくことが重要と考える

③ 中四国ブロック

①広島県呉市の3つの病院小児科勤務医は負担軽減のため3病院による輪
番体制導入を病院長へ働きかけたが却下された経緯がある (経営上のデメリ

ットが理由)。 4年前呉市医師会は小児夜間診療所を開設したが 患者数は増
えず赤字経営となっていた。

②平成19年広島大学小児科による、広島市、二次市、尾道市、三原市など

における病院小児科の集約化・拠点化を契機に、呉市3病院の小児科医1名 削

減により病院単独での時間外救急診療が不可能となった。これにより3病院と

医師会の協議が行われ、病院は時間外選定療養費5000円 を患者から徴収する

こととなった。その結果病院を受診していた時間外患者は医師会設立夜間診

療所へ受診するようになり経営が安定化するとともに、病院小児科医の負担

も軽減した。福山市でも二次救急病院への時間外受診患者の抑制と小児夜間

診療所への誘導を目ざし時間外選定療養費の導入を計画している

④ 九州沖縄ブロック

0月 児ヽ初期救急医療体制

急患センター方式が一番多く、その他に病院輪番方式、開業医による在宅

輸番方式 (鹿児島県で多い)な どが存在し円滑に運営されている。都市部で

はコンビニ受診、小児科医師不足、出務医師の疲弊などの問題がある。郡部

では医師不足、入院施設の不足などの課題を抱える地域が多い。一般的に開

業医が初期救急に携わる比率は40～50%であるが、福岡県は

'0%程

度で勤務
医への負担が大きい。

②小児二次救急医療体制 (事故外傷を含めて)

2
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厚労省 17階専用 19,19,20会議室

二次体制が 「大体旨く行つている」県では基幹病院・救命センターの医師

の協力が得 られること、医会が調整・統制している所である。 「まあまあ旨

く行つている」とい う回答理由には、都市部と郡部の連携が旨く行かない、

搬送が困難で地域完結で救急を行わなければならないこと、医師不足、新生

児病床の不足のため遠方搬送が多い、などの理由があるためである。

ブロック内で地域格差が大きい。

O二次二次救急体制

24時間365日 体制の二次 。三次救急受け入れは大学病院、都市部の救命セン

ター、都市部の基幹病院等に集約化されている。小児の搬送医学・搬送体制

の拡充が不可欠。

④まとめ

人口の少ない県ほど都市部・郡部格差が大きく、初期救急医療提供体制の

複数化が必要で、開業医への負担増がみられ、その永続性が危惧される。人

口過疎地域ほど非小児科医との協働が不可欠、小児救急研修会診療ガイ ドラ

イン、IT機器を用いた医療支援体制の構築が必要。二次二次医療は施設能力、

医師不足の状況を判断し、搬送医学の拡充を合わせながら複数県合同の集約

化重点化を目指す必要がある。

新型インフルエンザの医療体制について

0北海道ブロック

9月 に入り流行規模が拡大、札幌市では休日当番施設あるいは夜間急病セ

ンター受診患者数は 1日 に平均200/施設を越える様になってきた。規模拡大

に対し札幌市では 10月 から小児一次及び二次救急当番施設の増加対策を開

始することになつた。また夜間急病センターの診療医も増加して対応するこ

とにした。

②東北ブロック

盛岡市ではインフルエンザ患者が少しずつ増加、普段80名 規模の休日外来

患者数が120名程度まで増加してきた。軽症の脳症患者も発生した。夜間診療

体制は医師を 1名 増員して対応、脳症患者は大学、肺炎患者は二次救急病院

で対応する。

O関東ブロック

東京～神奈川ではインフルエンザ流行規模が急拡大中、脳症、肺炎患者の

発生もあり、ICUに はARDS患者の入院治療が増加したとの情報あり。 8月 10
日に茨城県土浦協同病院へ入院した脳症患者は一命を取りとめたが高次脳機

能障害が残る可能性がある。茨城県では新型インフルエンザ重症患者の入院

病床が不足している。茨城県保健福祉部と共同で「新型インフルエンザ患者

3
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厚労省 17階専用 19,19,20会 議室

数の増加 に向けた小児 医療体制 の調査」を実施 し、医療機 関の小児 科医師数 、

病床数 、外 来患者受入数 、医療機 関の診療時間の延長 有無 、入院患者 の受 け

入れ状況、人工呼吸患者数の実態調査を行つている。また脳症や肺炎に早期

に築くための注意喚起パンフレットを作成、外来で配布している。

0近畿ブロック

定点観測では 1施設平均20名 に達している。新型インフルエンザに関する

正しい情報提供を行うための広報活動が必要であるが、行政から医療機関に

対する適切な情報伝達がないため (イ ンフルエンザ患者の発生に関する地域

差など)大阪医師会・小児科医会が約700の 医療機関へ臥Xま たはホームペー

ジにより適切な情報伝達を行つている。

0中 四国ブロック

新型インフルエンザの流行は広島市では大きな規模にはなっていない (定

点 1名 位)。 広島教育委員会が漸く学級閉鎖や学年閉鎖に関する情報を提供

するようになった。福山市では、45名 の内科医と32名 小児科医が協力し発熱

する患者のための夜間急患診療外来を午後11時まで開設、重症患者は市内4

つの病院小児科で受け入れる態勢を整備している。必要経費は行政負担。

(平成21年 9月 27日 現在 )

資料 3
小児救急電話相談に係る「発熱」の相談件数の推移 (広島県)

※21年度の10月 は,10月 22日現在の数値。 (ただ し,10月 18日 分は除く)



資料 4

平成 21年 5月 吉日

厚生労働大臣

舛添 要一 般

社会保険診療報酬における小児医療に関する要望書

社団法人日本小児科学会

1                             会長 横田 俊平

'                            社団法人日本小児科医会

会長 保科  清

新緑の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素から、小児医療にご理解とご支

援を賜り厚く御ネど申し上げます。

少子化対策は国の最優先事項であり、国民の間でも子育てを支援していこうとする意識は高ま
りつつあります。今までの診療報酬改定によって、ノ」ヽ児救急医療の整備拡充策、小児医療に携わ
る医師の過重労働の軽減策、病院および診療所の経営安定化のための施策等がなされてきました。

|しかしながら、子どもを健全に育成するための重要な柱である小児医療は、依然として崩壊の危

機に瀕していま九

小児医療を守究維持していくためには、今後もあらゆる方策を検討し、実行することが急務で
あります。殊に、

|口 脊国内すべての小児にこれまで以上の良質で均衡のとれた医療が、公平に受
けられる体制の基盤を固めていく必要があります。そのためにも子育て世代の経済的負担を軽減

|す る小児医療費の 9割保険給付、小児医療に携わる医師等の働きやすい環境作りをすることが、
重要な優先課題であります。

1 次国の診療報酬改定に当たつては、そのような小児医療の現状をご理解いただき、ご高配を賜
りますようお願い申し上げます。

◎ 特定機能病院における小児入院医療管理料の算定
,現在、特定機能病院において、小児入院医療管理料は算定不可となっています。大部分の特定

機能病院においては、ノ!)児入院医療管理料の施設基準を満たし、小児医療の中核的な病院となっ

ています。しかし、現状では特定機能病院の小児医療は不採算であり、このまま放置すれば特定

機能病院の小児病棟を縮小せざるをえない状況です。よって、特定機能病院においても小児入院

医療管理料の算定が可能になることを要望いたします。

◎ ノlヽ児入院医療管理料の増設と小児入院医療の適正評価

平成 20年 4月 の診療報酬改定で、高度の小児医療の充実として、小児入院医療管理料1が新

設されました。しかしながら、対象病院はこども病院等の施設に限られており、小児二次医療の

中核となるべき施設 (い わゆる日本小児科学会が提唱している地域小児科センター)を考慮した

ものではありません。小児救急医療を含めた二次医療を充実させていくためには、小児入院医療

管理料の増設が必要です。
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小児の診療規模や内容に応じて、医師数、看護師数の基準を設けた適正な点数体系が必要であ

り、さらに、現在の小児入院医療管理料に包括化されている不合理、矛盾点の是正を要望いたし

ます。

① 月ヽ児入院医療管理料の増設

② 4ヽ児入院医療管理料の算定要件と施設基準の緩和

小児の救急入院を 365日 24時間体制で受け入れる施設 (地域小児科センター)を円滑かつ安

定的に運営するためには、十分な医師数および看護師数が必要です。① の小児入院医療管理料

は、小児科医師 9名 以上(新生児科医師を除く)、 看護師夜勤帯 9:1以上とします。

現在の小児入院医療管理料 2の基準である医師数 5名 以上、患者看護師比率 7:1で は、少人

数の医師、看護師で診療を行つていることになり、小児科医師の疲弊をきたす最大の要因となっ

ています。

なお、小児入院医療管理料は病院に限るとされています。小児科を主とする有床診療所が、入

院を必要とする小児に対して病院と同じ役割を担って入院診療が行われています。このような診

療所においては、経営的に非常に厳しい状況にあります。診療所においても施設基準を満たすな

らば、病院と同様に小児入院医療管理料を算定できることを要望いたします。

◎ 外来小児医療の充実

平成 20年 4月 診療報酬改定において小児科外来診療料が各 10点引き上げられました。しかし

外来での診療に直結する迅速検査の普及、高額な治療薬剤の登場などにより、診療に要する費用
の高騰が顕著になっています。

小児医療において病院や診療所の役割分担。相互連携を明確化し、機能的に運用するためには、

診療情報提供は通常の診療とは別個の独立した診療行為と見なすべきです。また6歳未満の乳幼

児には、成長・発達・育児・栄養等に十分な配慮が必要です。

以上のことから、

① ガヽ児科外来診療料の増点と6歳未満への年齢拡大

② 診療情報提供料(I)お よび高点数検査、高額薬剤の小児科外来診療料からの除外

③ 乳幼児育児栄養指導料の6歳未満への年齢拡大

を要望いたします。

◎ 月ヽ児救急・地域連携医療の評価

久しく小児救急医療の危機が指摘されています。小児の一次救急医療に、診療所医師の参加は

不可欠であり、平成 16年度診療報酬改定においては小児科特例時間外加算が認められました。

それでもなお、国民のニーズに答えられている状況とはいえません。そこで、小児救急医療に寄

与している診療所医師への評価を充実させる観点から、

① 乳幼児地域連携救急外来加算

を提案し、要望いたします。
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平成 22年度社会保険診療報酬改定に関する小児医療の要望事項

【最重点要望事項】
1.A307 小児入院医療管理料

(1)特定機能病院においても、小児入院医療管理料の算定を可能にする

(2)小児入院医療管理料の増設

小児科医師 9名 以上(新生児科医師を除く)、 看護師夜勤帯 9:1以上で、365日 24時間体制

で小児の救急入院を受け入れる。        4,500点
これは下記 (3)ガ 児ヽ入院医療管理料 ■と2の間に位置づけられるものです。
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の入院を要する場合であつても、現状ではほとんど受け入れられない状況である。そこで、地域の一

般病院小児病棟にレスパイ トロ的で入院できるように、この管理料を新設する。それによる家族の負

担軽減をはかることによって、在宅ケアにスムースに移行できることが期待できる。

(6)超重症児入院医療管理料 (病院小児科)          6,000点
(療育施設)           5,000点

一般小児科、重症心身障害児施設 (包括入院管理料)と して新設 し、超重症児 (者)・ 準超重症

児 (者)加算とは併用できない。

2.30012 小児科外来診療料

(1)小児科外来診療料の増点と6歳未満への年齢拡大

初診 :670点 →760点 (院内処方)   再診 :490点→530点 (院 内処方)

560点→650点 (院外処方)      380点 →420点 (院外処方)

(2)診療情報提供料 (I)及び高点数検査、高額薬剤、同日再診料の包括からの除外

(3)初 診時電子化カロ算の算定を可能にする。

3 3001-2-3 平L幼児育児栄養指導料 (130点 )

(1)乳幼児育児栄養指導料の年齢拡大    3歳 未満→6歳未満

【重点要望事項】

A～G ttL幼児・学童・生徒加算の統一

低出生体重児 (体重 3kgを 超えるまで) 200/100

(3)小児入院医療管理料の増点

小児入院医療管理料 1

小児入院医療管理料 2

小児入院医療管理料 3

小児入院医療管理料 4

4,500点→5,400点

3,600点 →4,000点

3,000点 →3,600点

2,100点→3,000点

(4)小児入院医療管理料の算定要件と施設基準の緩和

①  小児科を主たる標榜科とする有床診療所においても、施設基準を満たす場合は小児入院医療

管理料の算定を可能とする。

②  A221重症者等療養環境特別加算、A224無菌治療室管理カロ算、A205救急医療管理加算・乳幼

児救急医療管理カロ算の算定を可能にする。

③  3008薬剤管理指導料を算定可能にする。

④  入院中に在宅指導を行つた場合は、在宅指導管理料の算定を可能にする。

小児の在宅指導には長時間を要し、年齢に応じた器材も必要である。

⑤  保育士加算におけるプレイルーム面積の緩和 30→ 25 nfに 縮小。

⑥  保育士カロ算は、小児入院医療管理料に対する加算ではなく、小児の入院している病棟 (特定

機能病院も含めて)において基準を満たすプレイルームがあり、保育士が勤務している場合は算定

を可能にする。

⑦  心臓カテーテル検査法、血管造影、各種内視鏡検査、臓器穿刺・組織採取 (D416)、 内分泌

負荷試験、人工腎臓、血液成分除去療法、持続緩徐式血液濾過、血漿交換療法は、小児入院医療

管理料の包括から除外する。  子

③  検査を麻酔下で行った場合、麻酔管理料の算定を可能にする。

⑨  小児悪性腫瘍・血液病棟、新生児集中治療室の回復期病棟、小児循環器専Fi病棟など特化し

た病棟においては、在院日数 21日 以内の制限を撤廃する。

(5)レ スパイト小児入院医療管理料の新設  6,000点 (人工呼吸管理)

5,400点 (非人工呼吸管理)

人工呼吸器や気管切開などの在宅療養をしている患者が、社会的事情や合併症等罹患により短期間

3

新生児 (生後 lヵ 月未満)

乳幼児 (lヵ 月以上2歳未満)

幼児 (2歳以上 6歳未満)

学童 (6歳以上 16歳未満)

100/100

80/100

60/100

40/100

Ao01 ネブライザー処置を行つても、外来管理カロ算の算定を可能にする。

3001 小児特定疾患カウンセリング料の 2年以内の制限撤廃、および年齢拡大 (201歳 未満 )

3001 学校伝染病管理指導料の新設 (証明書料、登園・登校許可証料を含む) 150点
B001 集団生活管理指導料の新設 (証明書料、生活管理基準などを含む) 150点

伝染病に限らず、学校関係の文書や相談、技術指導等については、現在料金設定はされていない。

しかし、病状の変化や、年度替わりごとに、学校側から面談や文書作成を求められている。面談や文

書作成にはかなりの時間を要するため、それぞれ要件別に管理指導料の新設を要望する。

心臓病、腎臓病、アレルギー疾患、神経・筋疾患等が対象

A000 乳幼児地域連携救急外来カロ算 20点 (新設)

小児科・小児の外科を主たる標榜科とする保険医療機関において、下記の要件に当てはまる

小児科・小児の外科を担当する医師が、 6歳未満の手L幼児に対して診療を行つたとき1日 1回

に限り算定できる。小児科外来診療料と併せて算定することができる。

要件 :自 己の診療所外での小児を対象とした救急事業および地域連携医療に、参加の実績があ

ること。
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【要望事項】

11 基本診療利
A002 小児外来診療料の新設 (200床以上の医療機関)    300点
A100 入院基本料の乳幼児加算、幼児加算の増点   |

平L幼児加算

病院

病院 (特別入院基本料を算定)

診療所

幼児加算

病院

病院 (特別入院基本料を算定)

診療所    ‐

超重症児 (者)  判定スコア 25以上→10以上

準超重症児 (者) 判定スコア 10以上→5以上
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Al 救急搬送乎L幼児診療加算

救急車で医療機関に搬送されてきた患者を診察した場合に算定できる。

A 小児退院調整加算

300点 (新設)

1,000点 (新設)

A200 母体搬送後に院内で出生した新生児を紹介患者として取り扱う。
A205 乳幼児救急医療管理加算の増点      150点― ―〉300点

A… 長時間救急外来診療処置加算 [平 L幼児]     300点 (新設)

救急外来で、乳幼児に 4時間以上の点滴治療等や症状観察のための安静保持・経過観察を行つ
た場合に加算する。

A212 超重症児 (者)。 準超重症児 (者)入院診療加算の適用拡大と増点

医療的ケアを日常的に必要とするなど、退院困難な要因を有する入院中の小児で、在宅での療

養を希望するものに対して退院調整を行った場合に、退院時に1回 に限り、所定点数にカロ算する

(他の保険医療機関または福祉施設に転院した場合も対象に含まれる)。

12 指導管理利
B001-5 小児科療養指導料の対象疾患の拡大

小児慢性特定疾患の対象疾患をすべて対象にする。さらに自閉症などの広汎性発達障害、学

習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害、三分脊椎、鎖肛、ヒルシュスプルング病、ヒ

ルシュスプルング病類縁疾患、食道閉鎖症、短腸症候群、胃食道逆流症、肺低形成症、先天

性気管異常症、胆道閉鎖症、原因不明の奇形症候群を対象疾患とする。
B001-5 小児科療養指導料の対象年齢の拡大 15歳―――〉20歳

B001 周産期部門・小児病棟で勤務する臨床心理士カウンセリング料の新設    350点
B001 乳幼児呼吸管理料の新設 :酸素投与および人工呼吸器使用の患者に適用   250点
B001 乳幼児喘虚、吸入ステロイド療法指導管理料             250点 (新設)

B009 診療情報提供料の対象拡大

保育所、幼稚園、学校、保健所、児童相談所、保健センター等

B001(911)食 事指導料

(1)入院時食事療養 (I)における特別食カロ算の対象拡大    小児食物アレルギー食

(2)B001(911)食 事指導料の対象疾患の拡大   「低栄養」

(3)3001(9)外 来栄養食事指導料、 B001(10)入 院栄養食事指導料の増点 130点→380点

13 在宅医剌
C000 在宅医療においても乳幼児カロ算を設ける。

C000、 3001-13:小児入院医療管理料を算定していても、在宅療養指導料 (退院時を含む)は包括

とせず、加算を可能にする

3001-13 小児在宅指導管理料 (初期オリエンテーション) 300点 (新設 )

外来において 15歳未満を対象として在宅療養に向けての指導を行つた場合に算定する。

在宅自己注射や経管栄養など、在宅療養準備に向けての相談指導に長時間を要するため、療法

開始前でも算定可能とする

C004 救急搬送診療料  6歳未満加算

C004-2 新生児救急搬送診療料

新生児を、出生した医療機関等から救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の

必要から当該自動車等に同乗して診療を行つた場合に算定する。同時に救急搬送診療料は算定で

きない。

C005 小児在宅患者訪問診療料 830点 (新設 )

疾病にかかわらず、必要に応じて訪間診療を行つた場合はすべて算定可能とする。

B001-13 退院前在宅療養指導管理料の増点と要件緩和

6

333点――――〉633点

289点―――――〉589点

289点―――――〉589点

283点―――――〉583点

239点―――〉539点

239メミーーーーー〉539点

300点→500点

100点 →300点

A212-2 新生児入院医療管理カロ算の増点

A221-3 院内学級管理カロ算

800点→3,600点

300点 (新設)

施設内に病弱学級を開設している場合に、通級者を対象に算定する。
A233 栄養管理実施加算の増点 現行 :1日 につき12点→30点

適切な栄養管理は、病状の回復促進、障害児に起こりやすい褥創や誤嗽、肺炎などの予防、免疫力
の改善に伴う院内感染の発生抑市」等をもたらし、医療の質の向上と同時に医療費の削減に寄与する。
管理栄養士による指導 Ⅲ管理の時間等を勘案し、増点を要望する。

A301 小児特定集中治療室管理料の新設

14日 以内 30,000点 30日 以内 15,000点
A302 新生児特定集中治療室管理料を新生児特定集中治療室管理料 1と 名称変更して増点

8,500点―――〉10,000点

A302-2 新生児特定集中治療室管理料 2 6,000点 (新設)

施設基準は、小児科医師が施設内に常時配置されており、看護師は常時 3:1を 満たすこと。
A303 総合周産期特定集中治療室管理料 (新生児)の増点   8,600点―――〉10,000点

A… 診療録長期保存加算 1入院につき 60点加算 (新設)

要望理由 :新生児期、小児期に高度の専門医療を受けた患者の予後の観察は重要である。また、成

人して発症する疾患に対して適正な医療を行うためには、小児期の診療情報の活用が必要である。10

年以上の長期にわたる診療録の保管を行う必要があるため、加算を要望する。

150メミーーーーー〉700点

10,000点 (新設)

170/ミーーーーー〉300点



資料 4

小児に対して、在宅療養指導をする場合に算定。増点と回数を月4回 までとする。
C000 小児在宅人工呼吸訪問指導料 10,000点 (新設)

在宅人工呼吸を始めるまでに、その環覧を確認して事故等のないように整える準備が必要である。
そのために医師、看護師、臨床工学士、メディカルソーシアルワーカーなどが事前に患者宅を訪問し

て環境をチ千ツクし、体制を整えるためのものである。      1

9101～
Cl12 指導管理世において、重複障害をもつた患者では、同時に複数の指導管理料を算定

可能とする。

小児では重複障害をもつた患者が多く、同時に指導料を算定できないことから、必要とする器材費
が高額となり、その分が医療機関または患者家族の大きな経費負担となつている。それゆえ、重複障
害をもった患者については、同時に在宅指導管理料の算定を可能とする。

C101 在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の拡大   G―CSF製剤
C102 小児在宅自己腹膜灌流指導管理料
C103 小児在宅酸素療法指導管理料

4,940点 (新設 )

チアノーゼ型先天性心疾患とその他の場合を変更 して、持続的に使用する場合 と発作時に使用

する場合とに分ける。

持続型  2,500点 (見直し)

C103 小児在宅無呼吸発作指導管理料

無呼吸発作モニターを用いて、在宅管理を

C105 小児在宅経管栄養法指導管理料

小児では経口摂取不能が腸管の機能不全だけによるものではない。多くは脳性麻痺等による異常で、
成分栄養剤のみならずミルタや流動食の注入が必要である。ミルクや流動食の場合においても注入ポ
ンプを使用する必要がある。

在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算 (2,000点 )および注入ポンプカロ算 (1,250点 )の
算定を可能にする。

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の適用拡大

小児在宅経管栄養法指導管理料の新設がなされない場合、成分栄養剤の制限を撤廃する。

資料 4

2以上の指導管理を行つた場合にも、算定可能とする。

医療機器を使つた教育指導|ま医療機関の職員が行うが、機械自体の取り扱い説明や機械のメンテナ
ンスについては、販売(レンタル含む)会社等が患者家族に直接説明できるようにする。

4 検査

D007 ムコ多糖体分画定量 (尿 中)の保険適用            1,500点 (新設)

D007 極長鎖脂肪酸分析 (血中)の保険適用              1,ooo点 (新設)

D007 カルニチン分画定量 (血中、尿中)               300点 (新設)

D  先天性代謝異常検査 (尿 中有機酸分析) 対象医療機関の拡大  1,200点
DCX18 血清 25水酸化ビタミンD測定の保険適用            700点 (新設)

D008 DNAメ チレーション試験の保険適用             2,800点 (新設)

D012 RSウ イルス抗原精密測定算定対象の拡大         外来での適用
D200 小児の呼気NO測定試験の保険適用               180点 (新設)

D200 乳幼児気道過敏性試験の保険適用               1,ooo点 .(新設)

D200 小児のスパイロメーターによる肺機能検査の新課         160点 (新設)

D200 喘息運動負荷試験の新設                   1,ooo点 (新設)

D215 胎児′いエコー検査                      1,500点 (新設)

D215 脳磁図の保険適用                      8,000点 (新設)

D  神経学的検査                         500点
D287 成長ホルモン分泌刺激試験の月2回 までの算定を可能にする。

D419 その他の検体採取に対する乳幼児加算 100点 (新設)

診断穿刺・検体採取料 (D400～ 419)で は、ほとんどの項目で、6歳未満の乳幼児の場合に100点の

カロ算が認められているが、「その他の検体採取」には、手し幼児カロ算が認められていない。他の検体採取

と同様に技術と人的資源を要するため、カロ算を要望する。

15 画像診酬
E002 エックス線・核医学・コンピュータ断層撮影診断料の小児加算の年齢群による増点

16 投刻
F000 調剤料の小児加算の新設       6歳 未満 50点
F000 計量混合調剤加算の新設    散剤 50点  水剤 50点  外用剤 30点
F100 F400 処方料、処方箋料 乳幼児加算 6歳未満まで年齢拡大

17 注刹
0001 0004 0005 静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射 乳幼児カロ算の増点
0004 点満注射の 6歳未満における要件緩和  _

1歳未満では、1日 分の輸液量 100mL以 上を 20ml以上にする。

10 処置

C109 小児在宅寝たきり患者処置指導管理料

Cl12 小児在宅気管切開患者指導管理料

新設がなされない場合は気管カニューレ加算

Cl14 小児在宅腸療自己管理指導料

Cl15 小児在宅膀洸度自己管理指導料

C150 在宅小児低血糖症患者指導管理料

C151 注入器加算に、C―CSF製剤を加える。

C163 小月間歌導尿用ディスポーザブルカテーテル加算
C169 小児気管切開用人工鼻加算

小児では人工鼻が湿潤で汚染されやすく、

C170 経皮的酸素モニター使用加算)

発作型  1,300点 (見直し)

600点 (新設)

した場合に算定する。

2,500点 (新設 )

1,500点 (新設)

1,800点 (新設)

600点 (新設)

3,800点 (新設)

3,800点 (新設)

820点 (新設)

1,000点 (新設)

3,000点 (新設)

頻国に交換する必要がある。

600点  (新設)

C150 血糖自己測定器ヽ算は糖尿病患者だけでなく、低血糖症患者にも適用拡大する。

経皮的酸素モニターを使用して管理した場合に算定する。

C150～ 169 在宅療養指導管理材料加算の条件緩和 小児検査および処置における睡眠導入法

障害児で睡眠導入法を用いた場合は

200点 (新設)

250点 (新設)



資料 4

-酸化窒素吸入(NO療法)の保険適用

'1 

手州
手術通則 8 平L幼児・学童・生徒加算の統一

低出生体重児 (体重 3kgを超えるまで) 200/100
新生児 (生後 lヵ 月未満)       100/1oo
乳幼児 (lヵ 月以上 2歳未満)      80/100
幼児 (2歳以上 6歳未満)        60/100
学童 (6歳以上 16歳未満)        40/100

K552-2 両室ペースメーカー移植術の施設基準の緩和

1日 8,300点 (新設)

心臓電気生理学的検査 年間 50例以上→lo例以上

静脈切開法による中心静脈カテーテル留置の保険適用

経皮的肺動脈形成術

経皮的大動脈形成術

先天性心疾患術後におけるその他の胸部血管に対する経皮的形成術

1経皮的心房中隔欠損作成術 (ラ シュキンド法以外)

'2 

麻酬
L 神経プロック (ボ ツリヌス毒素使用)ガ 児ヽ脳性麻痺の尖足が対象

i 小児にお
vヽ

て心臓カテーテル検査法やカテーテルインターベンショ

身麻酔を必要とすることから、麻酔管理料の算定を可能とする。

2009年 11月 5日 作成

日本小児科学会社会保険委員会

厚生労働省保険局医療課

周産期 (新生児)医療および小児救急医療の現状についてのヒアリング

【1】 平成 18年度医療費改定の影響

平成20年 3月 に日本小児科学会社会保険委員会が作成した「病院小児科の実態および医療費改定におけ
る影響調査 (医療費改定前後 1年間の比較による病院小児科の影響調査)」 の概要を示す。

(1)診療収入

平成 17年度に比べて平成 18年度は,病院全体として0.3%と ほとんど変わらないのに対して,小児科
は6.7%の増であった。主として (旧 )Jヽ児入院医療管理料 1および2の引き上げによるものと考えられ
た。その一方で,小児福祉病院 (重症心身障害児や慢性疾患を対象とする病院)や (旧 )4ヽ児入院医療管理
料 3を算定する病院ではそれぞれ14_2%,4.3%の 減となっていた。また,NICUに 関しては大きな変化は
なく,一般小児入院診療収入の影響のみを受けていた。

8,000点 (新設)

22,800点 (新設 )

22,800点 (新設)

22,800点 (新設)

22,800点 (新設)

600点

ンなどを行 う場合は、全

別書類に記載して要望いたします。

「4その側
1)小児給付率及び年齢の引き上げ 9割給付と対象年齢の18歳までの拡大
2)小児独自の診療報lJH体系の構築

3)病 (後)児保育への保険適用
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(2)医師数

平成 17年度に比べて平成18年度は,病院全体として2.7%,小児科としても4.5%増であった。しか
しながら,〈旧)4ヽ児入院医療管理料3を算定する病院や200床未満の一般病院ではそれぞれ0.7%,
3.8%の減となっていた。これは,診療報酬改定の思意を受けられなかった影響と思われる くデータには示
さないが,医師の平均給与にも影響している)。

【2】 平成 20年度医療費改定の影響

平成20年 3月 に日本小児科学会社会保険委員会が作成した「平成20年 4月診療報酬改定による病院小
児科への影響について く平成20年 6月 分のレセプト内容の解析結果)」 の概要を示す。サンプル抽出した
レセプト内容を改定前の点数表を用いて置換作業を行ない,改定前後で比較した。

(1)入院診療報酬に対する影響

DPC採用病院は対象からはずしている。新散された小児入院医療管理料 1を算定する病院のみが大幅な増
加になっていたが,他の大部分の病院では減少していた.

平成 19年度を100と した時の差

全体 0.98

小児入院医療管理料 1 7.75

小児入院医療管理料2 0.06

小児入院医療管理料 3 ‐0.26

出来高 ‐0.05

出来高7:1看護 -0.14

出来高 10:1■護 0.90

新生児特定集中治療室管理料 算定 0.31

新生児特定集中治療菫管理料 非諄定 1.00

(2)外来診療報酬に対する影響

200床未満の病院で,地域連携小児夜間。休日診療料を算定し,

利である。
院外調剤を算定している病院が最も有
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(3)医師,看霞師の診療収入からみた人件費割合

平成17年度に比べて平成 18年度は,病院全体として29.1%か ら29.7%に徴増したのに対し,小児科
は35.7%か ら34.8%にやや減少した。しかしながら,依然として小児科の人件費割合の高い状態が続いて
いる。
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平成 19年度を100と した時の差

全体 1.21

地域連携小児夜間・休日診療料 採用 0.59

地域連携小児夜間・休日診療料 不採用 -1.94

200床以上 ‐1.60

200床未満 ‐0.77

院外躙剤 -0.92

院内調剤 1.84

小児科外来診療料 採用 0.57

小児科外来診療料 不採用 1.35

口 10自 職 にお ける目● ■ 餞

“

0人件 彙
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|【 3】 3か月以上入院し人工呼吸管理を受けている患者数

,平成21年度に日本小児科学会社会保険委員会が行なっている全国病院調査の結果 (中間集計)から,平
成20年 9月 1日 時点で入院中の3か月以上人工呼吸管理を受けている患者数を調査した結果を示す。

調査対象

病院数
回答数 回収率 小児科あり 閉鎖・休止

3か月以上人工呼吸管理を受ける人数

一般病棟 菫心病棟 新生児病棟

3,234 2,992 92.5% 2,383 609 492 239

【4】 新生児入院医療管理加算について

平成 17年 3月 に日本小児科学会社会保険委員会が作成した「小児医療の診療報酬に関する実態調査報
告書」から,新生児入院医療管理加算についての分析結果を示す。調査は平成 16年度の診療報酬改定の影
響調査の一環として行ない,調査対象331施設のうち200施設から回答があり,算定していたのは7施設で
残りの193施設は算定していなかった.算定しない施設の理由を以下に示す。 :

口 晨 S, 
―

―
薔

―
t… である理 由 (■ ● ●薔 . n‐ 193〕

"01

【5】 まとめ

平成16年度, 18年度の診療報酬改定により小児科の診療報酬の改善が図られ,その経済的な問題点は
改善されつつあるが医師・看護師数を通正な人数に充足しようという力が加わり,診療収入に占める人件費
割合の高さは病院全体と比較して高いという構造的問■点は未だ解決していない。また,度■なる改定で経
営状態が改善した施設がある一方で:小規模施設や長期入院を扱う施設などは診療報酬改定の対象からはず
されてしまっているため,医師・看饉師を増やすことが出来ず小児科の経営そのものが危機に瀕している。
小児の救急医療を担うべき施設のうち,上記のように比較的意まれた施設ではその運営状況は改善傾向に

あると思われるものの,それ以外の施設が経営できない状況にあることが全国各地の小児医療崩壊の一因と
考えられる。一般小児敷急医療より多くの人材や施設を必要とする新生児医療についてはさらに深刻な状況
であろうことは想像に難くない.

また,小児の医療レベルが向上するに従い:入院したまま長期間の人工呼吸管理等の高度医療を受け続け
る小児も増加している (調査の時点で全口に1024名 )。 このような患者さんを受け入れている施設で
は,医療スタッフの労働負荷が増加するとともに病床稼働にも影響していると推定される。
小児救急医療の充実は喫緊の課題であるが,その一方で患者さんの出口ともぃぅべき後方受け入れ施設や

在宅医療などの充実を同時に図らなければ面餅となってしまう可能性もあると思われる。
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嘉山委員提出資料

2 1  1 1. 6

病院 勤務医と開業医 (個人 )の給 与について

財政審は、個人事業主である開業医 (個人)の収支差額が、病院勤務医の2.0倍であ
ると指摘している※注)。 しかし開業医 (個人)は、収支差額の中から、退職金相当額を留
保し、社会保険料、事業にかかわる税金を支払い、借入金の返済も行う。仮に比較する
としても、「手取り年収」で比較すべきである。

※注)財政審建議資料p63

社 団法人 日本医師会 (2009年 6月 9日 日本 医療懇談会 )

勤 務 医 (給与 所 得者 )

40-44庁裁

給与収入

▲社会保険料
▲税金

手取 り年収

970フ5F■

診療所開業医 (事業所得者 )

40-44滝晏

▲院長退職 引当金

事 業所得

(≒収支差額 )
手取 り年収

1,270万円

*出 所 :く社)日 本医師会「診療所開設者の年収に関する調査結果 (2006年分)」 2007年 10月 10日 ,定例記者会見資料 p4
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初日再診料について

第 1現 状と課題

1 病診の機能分 化、役割分担を推進するため、診療所の初・再診料 は病

院より高く設定していたが、初診の際にかかる手間は変わらないことから、

平成 18年度においては初診料の統一を行つた。同一 日に複数の診療科

を受診した場合の、2つ 目の診療科の初診 の評価を行つた。平成 20年 度

には、病診 の格差を縮 小するため病院 の再診 料 の引き上 げを行つた。

(参 考資料 P2,3)

2初・再診料の評価において、診療科による差 は設けていないが、小児科

については、早L幼 児加算等により評価されている。患者本人又 は家人に

より行うことが可能な処置 について、基本診療料に含めて評価を行つた。

(参 考資料 P4)

3外 来管理加算 は、一定の処置や検査、リハビリテーション等を必要としな

い患者に対して、それらを行わずに計画的な医学管理を行つた場合の評
価であつたが、医師が患者の療養上 の疑間に答え、概ね 5分 を超えて疾

病・病状や療養 上の注意 等に係る説明を懇切 丁寧 に行う場合に加算で

きることとする見直しを行った。(参 考資料 P5)

第 2診 療報酬上の評価

1 初 。再診料は初診、再診の際 の基本的な診療行為を含む一連の費用を

評価したもので、簡単な検査、処置等の費用が含まれている。

初診料、再診料等の中に含まれると考えられるもの

(1)診 療にあたって、個別技術にて評価 されないよ うな基本的な診察

や検査、処置等

・ 視診、触診、間診等の基本的な診察方法

・ 血圧測定、血圧比重測定、簡易循環機能検査等の簡単な検査

・ 点眼、点耳、100平 方センチメー トル未満の皮膚科軟膏処置等

の簡単な処置

等

(2)診 療にあたって、基本的な医療の提供に必要な人的、物的コス ト

・ 上記に必要な従事者のための人件費

・ カルテ、基本的な診察用具等の設備

・ 保険医療機関の維持に係る光熱費

・ 保険医療機関の施設整備費

等

が含まれると考えられ る。

初診については、病院と診療所で同一の評価を行つている。再診

に関 しては、一般病床 200床 以上の病院に対する評価と、それ以外

の病院、診療所に関する評価を設 けている。

A000  ネ刀影
'米

斗

A001  『写言夕*斗

A002 外来診療料 70点 (一 般病床 200床 以上 )

改定前 平成20年度改定後 t改

1病 院の場合  57点
2診療所の場合 71点

1病院の場合  60点
2診 療所の場合 71点

社会医療診療行為別調査 (各 年 6月 審査分 )

平 成 19年 平成 20年

実施件数 算定回数 実施件 数 算定回数

初診料 22,147,575 22,360,761 17,602,915 17,754,275

再診料
病 院 7,190,252 13,879,460 7,553,384 14,278,774

診療所 38,464,883 78,668,243 30,995,073 62,581,252

外来診療料 10,024,342 14,132,569 9,760,883 13,900,972

(参 考)社会医療診療行為別調査入院外レセプト件数

平成 19年 平成 20年

74,626,808 63,875,481

200床 未満病院 7:601,770 7,915,827

53,122,968 42,614,472

200床 以上病院 13,902,070 13,345,182



A000 初診料

注 6 夜間・早朝等加算  50点
A001 再診料

注 5 夜間・早朝等加算  50点

届出医療機 関数 (診療所 )

平成 20年

夜間。早朝等加算 36,881

(参 考 :平成 19年 医療施設調査より)一般診療所 :99,532

社会医療診療行為別調査 (各 年 6月 審査分 )

平 成 20年

初診料 夜間・早朝等加算 692,492

再診料 夜間・早朝等加算 1,365,100 1,890,792

17,602,915(参 考)初 診料 17,754,275

(参 考)再診料 7,553,384 14,278′ 774

30,995,073 62,581,252

軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止める観点

か ら、診療所における夜間、早朝等における診療の評価を行つた。

4 外来管理加算について、意義付 けの見直 しを行 い、患者の療養

の疑間に答 え、疾病・病状や療養上の注意等に係 る説明 を懇切丁

に行 う場合の評価 と した。

A001 再診料

注 6 外来管理加算

改定前 平成 20年 度改定後

52点

老人保健法の規定による医療を

提供す る場合

病院         47点
診療所        57点

52点             ①

5 医師による診断 と適切な指導があれば、必ず しも医師等の医療従

事者による高度な技術を要せず、患者本人又は家人により行うこと

が可能な処置については、基本診療料に含めて評価を行つた。

上

密
〒

※外来管理加算の算定要件

慢性疼痛疾患管理並びに別に定める検査並びに リハ ビリテーシ

ョン、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療 を行わ

ず、計画的な医学管理 を行 つた場合。

社会医療診療行為別調査 (各 年 6月 審査分 )

平成 19年 平成 20年

23,285,141外来管理加算 21,297,33635,156,635 32,336,222

13,879,4607,190,252 7,553,384 14,278,774

38,464,883 78,668,243 30,995,073 62,581,252



改定前 平成 20年 度改定後

【皮膚科軟膏処置】

1(削 除 )

【消炎鎮痛等処置】

3湿 布処置 口 (削 除 )

【熱傷処置】

1に ついては、第 1度 熱傷では

算定 しない

【眼処置】

所定点数には、片眼帯、巻軸帯

を必要 とす る処置、蒸気番法、

熱気電法、イオ ン トフォ レーゼ

及び麻薬加算を含む

【耳処置】

耳浴及び耳洗浄 を含む

【鼻処置】

鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭

の処置 を含む

改

）【皮膚科軟膏処置】

1 100平 方センチ メー トル未

満

【消炎鎮痛等処置】

3湿 布処置 口 その他のもの

【熱傷処置】

1 100平 方センチメー トル未

満

【眼処置】

所定点数には、洗眼、点眼、片眼

帯、巻軸帯 を必要 とす る処置、蒸

気番法、熱気篭法、イオン トフォ

レーゼ及び麻薬加算を含む

【耳処置】

点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳

垢栓除去を含む

【鼻処置】

鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び

鼻前庭の処置 を含む

第4論 点

1 病院 と診療所の役割分担 と初 。再診料における評価について、ど

う考 えるか。 (参 考資料 P2,3,6-12)

2 各診療科が担 う役割 と、初・再診料における評価について、どう

考えるか。 (参 考資料 P4,13-20)

3 外来管理加算について、診療報酬上の評価をどう考えるか。 (参

考資料 P5:21,22)

(参 資料 )

再

考
診料

基本診療料について

基本診療料は、初診若しくは再診の際及び入院の際に行われる基本的な診療行為の費用を一括して押価するもの。

初・再診料

初診料(1回 につき)                            270点
外来での初回の診僚時に算定する点数。基本的な診僚イテ為を含む一連の費用を押価したもの。簡単な検
査、処置等の費用が含まれている。

再診料(1回 につき)                         病院  60点
診療所 71点

外来での二回日以降の診療時に一回毎に算定する点数。基本的な診療行為を含む一連の費用を評価した
もの。簡単な検査、処置等の費用が含まれている。

入院基本料

査鰤響躙隷錯棚 覗胃離 、督棄菫聾当雪刷奪集皇りE赤:紺よ
価したもの。簡単な検

例)一 般病棟入院基本料(1日 につき)7対 1入院基本料           1.555点
10対 1入院基本料          1,300点
10対 1入院基本料          1,o92点
15対 1入院基本料           954点

なお、療養病床の入院基本料については、その他の入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射及び簡単な
処置等の費用が含まれている。

入院基本料等加算

人員の配置、特殊な診療の体制等、医療機関の機能等に応じて一日毎又は―入院毎に算定する点数。
例)入 院時医学管理加算 (1日 につき)                   120点

(急 性期医療を提供する体制及び勤務医の負担軽減に対する体制を評価 )

診療録管理体制加算(1入院につき)                    30点
(診療記録管理者の配置その他の診療録管理体制を評価 )

特定入院料

集中治療、回復期リハビリテーション、亜急性期入院医療等の特定の機能を有する病棟又は病床に入院した場
合に算定する点数。入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射、処置等の費用が含まれている。

例)救命救急入院料2(1日 につき)(3日 以内の場合)            11,200点
(救命救急センターでの重篤な救急患者に対する診療を評価)                   1



1     初診料の評価の変遷     |

1 翼Э£Э零〉電ЭttЭ
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再診料日外来管理加算の評価の変遷

1 翼≫
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饉
四
扁

°
識屁痛椰認凝瞥幽」自珈醒艶登

ことから、患者にとってわかりに

O過酷な労働環境を指摘されている勤務医に対する対策に財源が必要であつた
こと

221

初・再診料・加算の一覧
:料・卿 昇

初診 再 診

初 F科 再診料 外来鰺療料

診療所

卜児科  kの他診療科 卜児科 kの他診療科 卜児科  にの他診療科 卜児科  その他診薇科

妙療科日 270 71 60 70
1-日 2診僚科目 135
[話再診 71 60
L幼児加算(6繊未満) 72
寺間外加算 65
本日加算 250 190
熙夜加算 480 420 420
L幼児時間外加算 200 135
L幼児休日加算 365 260 260
L幼児深夜加算 695 590 590
キ間外加算特例 230 180 180
t幼児時間外加算特例 345 250 250
卜児科標榜保険医療機関に
Sける夜間加算特例

20( 131 13(

卜児科標榜保険医療機関に
Sける休日加算特例

36〔 26(

卜児科標榜保険区療機関に

Sける深夜加算特例
69( 59( 591

に聞・早朝等加算 50(診療所に限る)

E子化加
= 3

平成20年度診療報酬改定における外来管理加算の取扱いについて



平成20年度医療費の内訳

〈平成20年度医療費の動向)

医科入院

13.6

4096

初再診料等の占める割合は約8.3%。
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(平成20■魔E饉費の動向)

初鰺札
0.9%

796

醐
螂

入院基本

料,1.7% 嘲」・・２％特定入院

料,0.鰯

診療所総数 入院料守加

=0.1%
病院総数

(平成20■社会医療摯僚行お朋■壺)



1   入院外医療費の内訳 (大分類)   | 病床規模別病院医療費における初・再診料等の占める割合

○ 病床が少ない病院ほど、病床規模別病院医療費に占める初 。再診料等の割合が
高い。

病院入院外

口初・再診
ヨ投薬
■手術

000%          .    500%

口初診料 口初診料加算

■在宅医療 ■検査
ロリハビリテーシヨン  ロ精神科専門療法  ■処置

麻酔       ■放射線治療     病理診断

※平成20年 社会医療行為別調査の診療所入院外データについては、人工腎臓の影響を補正するためヮーキンググ
10

ループで特別集計したデータを使用 (以降の資料においても特別集計後のデータを使用)

(平成20社会医療診療行為別調査)

院外医療費に占める初診料・再診料等の比

病院入院外医療費に占める初再診料

診療所入院外医療費に占める初再診料

■医学管理等
■注射

口画像診断

1000%            1500%            200096            2500%

0再診料 日外来管理加算 口再診料カロ算 ・ 外来診療料 '外来診療料加鋼

総 数

20～49床

50～ 99床

100～ 199床

200～ 299床

300～499床

600床以上

(平成10年社会饉壼惨薇行為別口査)

入院外診療所診療科別医療費

惨農所 内 科 小児科   外14   壺形外科  皮膚科  壼婦人科   眼科

入院外診療所主たる診療科別1施設当たり医療費

螢影外科  皮膚科  農嬌人科   鳳科    耳鼻
咽喉科

耳鼻   その他
嗜喉科

(万 円 )

lQOOll

3・000

4・000

(平成20社会医療診療行為別調査 )

(平成20年度医療費の動向)



診療所における1施設当たり医業・介護収益、費用

千
円

診療所における1施設当たり損益率

♂ざ∫ドド∫∫〆ざず
が

(平成21年度医療経済実態調査) 14
H216月 分

口初診料 口初診料加算 口再診料 日外来管理加算 口再診料加算

(平成20社会医療静療行為別調査 )

′ ｀ :ツ tl′ :口″ ″ふ
`′

:口″ ″ 卜・:π ′J・|“ユ ″ ヽ ,■

♂ぎポ絆ミξ∫ござが
が

口医業・介護収益 ■医業・介護費用

精神科又は神経科

小児科

外科

螢

“

外科

皮膚科

わ鳳彗科

産饉人科

眼科

耳■いんこう科

その他

0

総数

内科

精神科又は神経科

小児科

外科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

その他

診療所入院外医療費の内訳(大分類) 診療所入院外医療費における各科別の初・再診料等の割合

○ 診療所を各科別にみると、特に皮膚科、耳鼻いんこう科、整形外科、小児科は基本
療料の占める割合が高い。

○ その中でも皮膚科、耳鼻いんこう科、小児科は初診料の占める割合が高い。一方、整
形外科は再診料の占める割合が高い。

無床診療所 有床診療所

30は 40Ю%

●初 ・ 再 診

■医 学 管 理 等

■在 宅 匡 察

●検   査

■画 像 診 断

“
投   票

■注   射

●リハビリテーション

●精神科専「ヨ憲法

●処   置

■手    術

麻   酔

■放射線 治家

病 理 診 断

精神‖又は41饉‖

小児14

外

“
菫

“

外‖

皮膚科

わ鳳●■

■,人■

崚‖

耳鼻いんこう‖

その41

小児署

外 囀

整

“

外■

■■■

あ尿薔‖

壼爆人事

曖 ‖

■■いんこう4

12.5%

(平成19年社会E薇惨薇行ハ31)(平成20社会医療診療行為別調査) 15



○医科診療所入院外における初診料算定回数を診療科別に見ると、小児科、皮膚科、耳
鼻いんこう科で初診料算定回数が多い。

年齢別初・再診料等における各点数の占める割合

○ 医療費の中で初 。再診料等の占める割合は年齢が高くなるごとに減っていく傾
向が見られる。

○ 初 。再診料等の占める医療費の中での各点数の割合を見ると、年齢が高くなる
ごとに再診料や外来管理加算の占める割合が高くなる。

平成20年検証部会調査「外来管理加算の意積付けの見直しの影響調査」結果概要①

病防祇診鰤ょ島震3薫膳淵胤号蹴鉗T翌儡 Fで
鐘

1 診療所入院外1件当た
ソ岬

診料算定回数  |

総数

内科

精神科又は神経科

小児科

外科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

その他

〈平成20社会医療診療行為別調査)18

診療所入院外1件当たり再診料算定回数

――― 一―― ――― ――
――
覇 嘉 薦 蔦 ll~1

[_             F診

料算定回数を診療科

lli¬~~ir~400~菊」

総数

内科

精神科又は神経科

小児科

外科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

その他

図表31外来管理加算の意義付けの見直しによる影響

「(2)患 者に説明をよりわかりやすく、T事に行うようになった」

(病院、診療所)

回表 68平成 20年 4月 以降の静察内容の変化
r症状・状態についての医師からの説明J(凛者)

●3月 は■と壼わらずわかりにくLヽ  ●1月 以■よりもわかりにくい

鎌̈
　　脚̈
　　ｍｍ口全0い嗜目嘔れ  ヽ 口

“

口書

医科入院外医療費における初。再診料等の割合 初・再鰺料等における各点数の占める割合

1001 "‖  m" 2蹴  3001 3501 403 lo■  aol 詢出 lo3 oOA ●昴 ll●  ●II ●Jl l● II

(平成20職会医療診療行為別調査)19



図表 93外来管理加算の時間の目安についての考え(患 者 )

図表 52望ましい『懇切T撃な説明」の内害 (病院・鯵瞭所)

患者の約6割が「時間の目安は
必要ではない」と回答した。 病院勤務医支援に関する公益委員の提案

08,01.30

【公益委員としての判断】

O ①国民の納得、②医療現場の納得、③診療報酬という技術的なツールを使い

ながら社会の要請に応える、という、3点から判断する。

く財源確保の必要性>
○ 病院勤務医対策という社会的要請に応えるためにはさらなる財源シフトが必要

であり、 2号側委員に対して、最大限の協力を求めることとする。なお、平成
20年度診療報酬改定においては、国民の納得という観点から、勤務医対策に

必要な財源の規模や手段について、中医協として初めて世に問うこととしたも

のである。                .

<病診格差の是正>
○ 病診格差の是正は、患者の納得を得るためL差常に重要である。このため、

再診料の病診格基是正を目るため、HHO再診料引き上lft捕ことにより精甕を

縮小するとともに、後期高齢者における病診の外来管理加算の価格を統―する。
○ 軽微な処置を初。再診料包括的に評価することで、再診料は実質的に2点租嵐
の引下げを行つていると考えられること、(後述のとおり)再診料に加算される
「外来管理カロ算」の見直しも再診料の実質的引下げとなっていること、また、

再診料の引下げは小児科なども含め全ての診療科に影響を及ぼすことを考慮し

て、再診料の引下げは行わないこととする。 (後期高齢者の初麟料引上げについ

ては、再秒料の引下げ綸 わせて考えられるものであり、行わないこととする。)

ただし、初診料 。再診料といつた基本診療料の意義、診療報酬上の評価に当
たつての考え方については、 1号側 。2号側委員の見解が大きく分かれたこと

や、後期高齢者医療制度の創設等の環境の変化があることなどを踏まえ、平成2
0年度改定が終わつた後に、再診料など基本診療料については水準を含め、そあ在
り方について検討を行い、その結果を今後の改定に反映させることとする。

<財源確保の手段>
○ さらなる財源シフトを行うために必要な財源については、外来管理加算に時

、 間の目安を導入することと、デジタル処目加算について所用の

…

敵けた
上で魔止する、という手法により賄うこととする。

外来管理カロ算の時間要件については、委員より、時間という手法によること

について疑念が呈されていることから、次回の総会において、患者の視点に立
って納得がせ る基準となるような見直曝 構 るよう、事務局に対しては、検舵

加え提示するよう要請する。

"腕
(■■30)

じ薇所(■514)

|:I:1雲
:1li実 .するべ會  :震督:|:貴言:r釜 :実菫するベ
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●項目

口
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口自分が凛めた

“

だけ―●■日
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認 知 症 の 治 療 に つ い て

第 1 認知症医療の提供体制について

人口の高齢化等に伴い増え続けている認知症について、医療から介
護への切れ目のないサー ビスを提供するため、認知症疾患医療センタ
ー及び地域包括支援センター等を介 したネッ トワーク (相 談・支援体
制)の整備が進められている (参考資料 Pl～ 3)。

第 2 現状と課題

1 わが国における認知症の患者数は、増加 し続けている (参 考資料
P4,5)。

2 認知症の症状には、物忘れや判断力の低下等の、脳機能の低下を
直接示す症状である「中核症状」と、徘徊や暴力等の、中核症状に
伴つて現れる精神・行動面の症状である「周辺症状」がある (参 考
資料 P6,7)。

3 認知症疾患の患者は、患者調査では、約 32万人 (外 来 :約 24万
人、入院 :約 8万人)と なっている。一方で、介護保険による推計
値では、約 169万 人 (居 宅 :約 83万 人、入所 86万 人)が 、自立度
Ⅱ以上の認知症高齢者となっており、医療保険のみではなく、介護
保険の対象となる患者も多くいる (参考資料 P3)。

また、特に、早期の鑑別診断、周辺症状の治療や急性期の身体合
併症べの対応等については、医療の提供が必要となる (参考資料 P9)。

4 認知症疾患の入院患者では、 1年 を超える長期の入院となる患者
も増加 してきている (参 考資料 P10)。 また、精神・行動面の症状が
特に著 しい重度の認知症患者を治療することを目的とした病棟であ
る認知症疾患治療病棟 (現在の認知症病棟)に おいても、他の精神
病棟と比べ、退院が困難な傾向がある (参考資料 Pll)。

5 90日 を超えて認知症病棟に入院する患者のうち約 5割弱が退院可
能とされているが、これらの患者が退院に結び付かない理由として、
「転院 。入所順番待ち」が約 54%と 最も多くなつている (参考資料
P12)。

また、認知症 による入院 患者の 6割強 について、ADLへの濃厚 な
支援が必要 とされて いる (参 考資料 P13)。

6 地域での認知症の診療に携わる医師のため、「認知症サポー ト医研
修」や「かか りつけ医認知症対応力向上研修」が実施されている (参

考資料 P14)。

7 今後の精神保健医療福祉のあ り方等に関する検討会では、認知症
の有病率等について、平成 22年度までの もの として現在調査が行わ
れてお り、その結果等に基づき、精神病床 (認知症病棟等)や介護
保険施設等の入院・入所機能のあり方 とその必要量等や、介護保険
施設等の生活の場の更なる確保 と介護保険サー ビスの機能の充実に
ついて検討 を行い、適切な 目標値を定める こととされている (参 考
資料 P15)。

第 3 現行の診療報酬上の評価の概要
1 入院医療の評価

(1)精神・行動面の症状が特に著 しい重度の認知症患者 を治療す る
ことを目的 とした病棟 と して、精神病棟において認知症病棟入院

料を設けている。

改定前 平成 20年度改定後 改
A314 老人性認知症疾患治療病棟入院料

(1日 につき)

【老人性認知症疾患治療病棟入院料 1】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   1,300点
口 91日 以上の期間   1,190点

【老人性認知症疾患治療病棟入院料 2】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   1,060点
口 91日 以上の期間   1,030点

A314 認知症病棟入院料 (1日 につき)

【認知症病棟入院料 1】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   1.330点
口 91日 以上の期間   1,180点

【認知症病棟入院料 2】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   1,070点
口 91日 以上の期間   1,020点



【算定状況】

平 成 19年 平成 20年

実施件数 実施回数 実施件数 実施回数
老人性認知症疾患治療病棟入院料 1(90日 以内)

平成 20年 ～ 認知症病棟入院料 1(90日 以内)

2,862 49,567 5,424 130,172

老人性認知症疾患治療病棟入院料 1(91日 以上)

平成20年 ～ 認知症病棟入院料 1(91日 以上)

20,183 566,345 18,324 524,843

老人性認知症疾患治療病棟入院料 2(90日 以内 )

平成 20年 ～ 認知症病棟入院料 2(90日 以内 )

11,894 15,037

老人性認知症疾患治療病棟入院料 2(91日 以上〉

平成 20年 ～ 認知症病棟入院料 2(91日 以上 )

4,023 118,674 3 95,516

2 外来医療の評価

かか りつけ医が認知症の疑われる患者を早期に発見 し、
機関に紹介 した場合を評価するため、診療情報提供料 (I
を設けている。
3009 診療情報提供料 (I) 250点

注 9 認知症患者紹介加算 (1回 につき)100点

【算定件数】

算定件数

診 療情報提 供料 (I) 認知症 患者紹介加 算 200

第 4 論点

1 認知症に係る入院では、条件が整えば退院可能な患者が多 くいる
が、適切に介護保険 と連携 し、認知症にかかるネッ トワーク (相 談・

支援体制)の 整備を進めて行 くために、診療報酬上、どのような対
応が考えられるか (参 考資料 Pl～ 3,P9～ 13)。

2 療養病棟においては医療区分や ADL区 分に応 じた評価が行われて
いるが、精神療養病棟では、患者の病態像 1主 よらず一定の評価 とな
つている。認知症による入院患者 については、ADLへ の濃厚な支援
が必要 との指摘もあるが、診療報酬上、 どのような対応が考えられ
るか (参 考資料 P8,P16,17)。

3 認知症に係る外来医療 について、専門医療機関 と地域 のかか りつ
イナ医が連携 して医療 を提供 してい くため、診療報酬上、 どのような
対応が考え られるか (参 考資料 Pl～ 3,P14)。

専門医療

)の加算

(2)ま た、認知症病棟以外では、精神療養病棟又は療養病棟に、主
に入院 していると考えられる。
A312 精神療養病棟入院料    1,09o点
A101療 養病棟入院基本料 (1日 につき)

1 入院基本料 Al,709点
2入 院基本料 Bl,320点
3入 院基本料 Cl,198点
4入 院基本料 D885点
5入 院基本料 E750点

【算定状況】平成 20年 6月 審査分

算定件数 算定回数

精神療養病棟入院料 84,124 2,442,088

療養病棟入院基本料 A 3,068 60,227

療養病棟入院基本料 B 9,863 261,015

療養病棟入院基本料 C 2,923 59,781

療養病棟入院基本料 D 2,100 49,678

療養病棟入院基本料 E 4,177 86,140

療養病床入院患者における認知症の状況

療養病床入院患者に占める割合

アルツハイマー病 (ア ルツハイマー型認知症 )

アルツハイマー病以外の認知症 14 611

出典)平成 20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査 (厚 生労働省保険局医療課 )



輛麟卿帥

認知症の医療・介護体制

。早期の鑑別診断・確定診
断、療養方針の決定・見
直し

'BPSD(認知症の行動・心
理症状)に対する介護的
支援。医療の提供

・身体疾患に対する医療
の提供

・かかりつけ医による認知
症に対する外来医療

【今後の精神保健医療福祉のあり方等に
関する検討会報告書 H21.9.24】

機能の強化     週

参考資料

認知症

・専門医療機関の機能の重点ゼ
・認知症疾患医療センターの機
能の拡充・整備、
→認知症病棟等の体制の充実
→身体合併症に対応する機能
の確保

・精神科病院における、身体合併
症への一定の対応

。一般病床及び療養病床の認知
症対応力の強化

・認知症に対応した外来医療
・介護保険施設等における施設に
おける適切な医療

・ADI,低下やいD卜Q著             ・介護保険施設等の適切な環境を
介護  しい低下に対する介護的             確保した生活の場の更なる確保

支援の提供                   ・介護保険サービスの機能の充実

医療から介護への切れ日のないサービスを提供

〈麒 遮端

関係機関とのネットワーク(相談・支援体制 )

(認知症疾患医療センターの設置市崚)

0澤知症専門医療の提供
・ 饉別お断
・ 周辺症状の急性期対応
・ 身体合併症対応
・ かかりつけEとの連携
0連携担当書 〔psw●)tEE
・ 患者・家族への介饉サービス情

報の提供、相Inへの対応
・ 医療情報の提供等、介餞サービ
スとの連携

Ⅲ 幽饗

認知症の医療体制 (イメージ)



百出ハuJ■L7,/rtた罫■ョ女Xυノ二十多べす圧↑夕

□血管性及び詳細不明の認知症 酢 ルツハイマー病

日懇バ‖肛 υノ叶』4スツ正づヽ こ′司 辺 1肛三4天

特徴      対応

・T部の患者に、経過
中にみられること力く

ある

。出現する症状やその
重症度は様々

・薬物投与等の精神科
治療技術や、手厚い
マンパワーを要する

・適切な治療により、多
くは1～ 3ケ月で改善
可能  :

・すべての患者で病期
を通じてみられる

・徐々に進行し、改善
は見込めない

・ドネペジル(アリセプ
ト)投与により、進行
の遅延が図られる

精神病床における認知症疾患入院患者数の年次推移

(千人)  .血 管性及び詳細不明の認知症  ロアルツハイマー病

BPSD:認知症の行動・心理症状
(Behavioraland PsychologicalSymptoms of Demen■ a)

11雖
「靭曲翻』鮮肺褥 暮監蘇踏篤憲/

10

【行動症状】

・ 暴カ

・ 暴言

・ 徘徊

・ 拒絶

・ 不潔行為   等

【心理症状】
・ 抑うつ

・ 不安
0幻覚
・ 妄想
0睡眠障害   等

平成17年

【出典】患者調査 5

周辺症状

行動障害 精神症状
徘徊   幻党
失禁   妄想

自傷・他害  作話

感情障害 意欲の障害
うつ   意欲低下
不安   意欲克進

革蔵差戻輝

5.2万人

4.4万人
3.7万人    l   l 18.6

2.8万人 a61
11.4

-匹

覇 30.1コ 剛
33.5

平成8年 平成11年 平成14年



(者健局)

(平成17年における推計置)

(平成1449月のデータを基準
にしたもの)

認知症疾患患者の所在
介護

自立度Ⅱ以上の日知嘘高齢者

169万人

居宅 約49%
(約33万人)

介護施設 約32%
く詢545人 )

※医療施設 (医療型療螢病床、介饉型療養病床、一般病床、
る 。

精神病床)、 居宅と外来は介饉と医療で重複があ

医療
血管性口知碇

及UE-OAR
フルツハイマー腐

32万 人

認知症疾患の入院患者の推移(入院期間に着日して)

(※血管性及び原因不明の認知症、アルツハイマー病の合計)

認知症の経過と医療の必要性

82.7

〈単位:千人)

,tO

4月 ●   6月 日   0月●   7月 日   ●■0   0月 日  10月 日  11月 日
入

“

からのロロ
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認知症疾患専門病棟入院患者の残存曲線

【出典】患者調査

― 詢 症疾患治療病棟

― 精誡 床全体
認知症の行動・心理症状

【BPSD:8ohavb口 land P3ychO!● IIcal

Symptoms● fD● menti● 】

妄想、徘徊、誤認、幻覚、アパシー、
不安、不平を言う、焦燥、抑うつ状態等



調査対象 :民間の精神科病院 199施設において、
91日 以上認知症病棟に入院している患者
(有効回答数1829名 )

退院可能性ありの患者が
退院に結び付かない理由

(n=834)

厚生労働科学特別研究事ネ「鳳知走の実饉jE■に向けた戦略立秦及びラ僣的研究」研究代表者 朝日饉 分担研究者 松原
=郎

症状性を含む器質性精神障害 (主に認知症)による
精神病床入院患者の退院可能性と要因

‰ 彊揮葛冨晃占   
退院の可能性がれ 患ヽ割 こおけるJ

目ぶ知 狂 地 既 医燎 文 磯 争 栗

〇事業内容

(1)認知症サポート医養成研修事業
・認知症にかかる地域医療体制構築の中核的な

役割を担う「認知症サポ=卜医」の養成

※実施主体は都道府県及び指定都市。

国立長寿医療センターに委託して実施。

平成17‐20年度で871名 のサポート医を養成

(2)かかりつけ医認知症対応力向上研修事業

1認知症サポート医が都道府県医師会等と連携し
て地域のかかりつけ医に対し、認知症に関する
知識・技術や、本人や家族支援のための地域
資源との連携等について研修を行う。
※ 実施主体は都道府県及び指定都市

平成18年度 6,927人 、平成19年度 7,672人が研修を修了

可能 7.4%

i瓢能日 畿ミき
,ヽ機ヽドふヽざ

ミミミ19囀鱗ミミ翠゙

(有効回答数 3,458人 )

盤

えなくても
近い将来

可能
2.8"

退院の可能性がない患者における主な理由

セルフケア能力の問題 50.7%

迷惑行為を起こす可能性 10.0%

重度の陽性症状(幻党・妄想) 5.6%

他害行為の危険性 4.3%

治療・服薬への心理的抵抗 1.5%

自傷行為・自殺企図の危険性 1.0%

重度の多飲水・水中毒 0.7%

アルコール・薬物・有機溶剤等の乱用 0.4%

その他 25.8%

(有効回答数 1,o57人 )

「

―

＞

―

リ

13
「■神鋼床の利用状況にalする口壼Jより(平成19年度厚労科研晴 神医療の質的実餞把握と最■化に鵬する総合研究J分担研究)

回転院・入所順番待ち

■転院・入所依頼しても受
け付けられない

医療行為あるため転院・
入所を断られる

要介護度が低いため転
院・入所できない

地域内でサービスが少
なく適所がない

■家族 (または本人)の 了
解が得られない

■その他

2.3%石
%

これらの目標により、精神病床35.1万床 (H19.10)につ
いて、約7万床相当の減少が促進される

く目標値に基づく各都道府県の基準病床数の合計>
平成21年現在:31.3万床 平成27年〈試算):23.2万床



療養病床における医療区分

【疾患・状態】
・スモン ・医師及び看渡職員により、常時、監視・管理を実施している状態

【医療処置】

儘 ll[¬ ン 構 懸 ぉA躙
職 合

ボレ
ィ

漁 胸腹腔洗浄

医
療
区
分

２

【疾患・状態】
・筋ジストロフィー  ・多発性硬化症  ・筋姜縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患  。その他の難病(スモンを除く)

・青髄損傷(頚髄損傷による四肢麻痺) ・慢性閉塞性肺疾患(00PD)
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍  ・肺炎 ・尿路感染症
・傷病等によリリハビリテーションが必要(発症から30日 以内)

.君籍
を
彎栞鷺籍環障魯電1闊 放創

反復攀続する体内からの出血

・せん妄  ・うつ症状  ・暴行が毎日みられる状態

【医療処置】

凛 切語 贄番器 路 樽311?彎
腸
1廣告ぁ盟尋出 歩

の喀痰吸引

・創傷、皮膚漬瘍等に対する治療

医療区分2・ 3に該当しない者

ADL区分

、観察は不要または1

できる・四肢の動きを助けるなどの

の大部分(50%以上)は 自分で
るが、体重を支える援助(たと

えば、四肢や体幹の重みを支える)

まる3日間すべての面で他者が全
面援助した(および本動作は一度も

11～22

23～24


